
 

0776-34-8769電 話

9時～21時（土・日・祝日は17時まで）開館時間

火曜日、年末年始（12月29日～1月3日）休 館 日

足羽ふれあいセンター

0776-20-5156電 話

9時～17時
（入館は16時30分まで）

開館時間

月曜日、第3日曜日、祝日、
年末年始
（12月28日～1月4日）

休 館 日

福井市防災センター

0776-20-5394電 話

9時～22時開館時間

年末年始（12月28日～1月4日）休 館 日

福井市体育館

法人の本部で、地域福祉活動やボランティア活動を推進する拠点です。
ふだんの暮らしの中での困りごとなど、いつでもお気軽にご相談ください!

誰もが孤立することなく、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、高齢者や障がい者、判断能力に不
安がある方を支援するための各種事業を行っています。お気軽にご相談ください！

0776-26-1853電 話 0776-26-2005電 話

総務企画課
子育て支援グループ（児童館、放課後児童クラブ等）

※業務時間はいずれも8時30分～17時15分（土・日・祝日を除く）

※ただし、ホール・会議室等の夜間
利用がない日は18時閉館

総務企画グループ（法人運営、広報等）

0776-26-1853電 話

0776-22-0022電 話
ボランティアセンター（ボランティア活動に関する相談受付、福祉教育等）

地域福祉推進グループ（地区社協、福祉委員、自治会型デイホーム等）
市民参加推進グループ（地域づくりコーディネーター事業、共同募金等）

地域福祉課

相談支援課
日常生活自立支援事業

0776-22-0225電 話

生活福祉資金貸付事業
0776-50-7789電 話

ふくい嶺北成年後見センター
0776-28-3775電 話

福井不死鳥包括支援センター
0776-20-5683電 話

※業務時間はいずれも8時30分～17時15分（土・日・祝日を除く）

相談支援課の業務（日常生活自立支援事業・生活福祉資金貸付事業・
ふくい嶺北成年後見センター）は、令和8年4月から日之出事務所で行
います。新しい事務所でお待ちしています。

介護事業課
介護認定調査センター

0776-20-5018電 話

ケアプランセンター
0776-20-5016電 話

ホームヘルプサービスセンター
0776-20-5101電 話

0776-20-5060電 話

8時～22時開館時間

フェニックス・プラザ［指定管理事業］

0776-54-9190電 話

9時～21時
（日・祝日は18時まで）

開館時間

福井市東山健康運動公園［指定管理事業］

フェニックス・プラザ（市民福祉会館を含む）
（管理運営、貸館業務、文化芸術の振興事業等）
フェニックス・プラザ自動車駐車場
（管理運営、定期券等の販売業務）

福井市東山健康運動公園の管理運営
（指定運動療法促進事業、健康と生きがいづくり促進事業、
介護予防事業等）

「地域共生社会」の実現を目指し、事務所ごとの機能を分かりやすく再編成
～新福井市社協 事業所一覧～

エルピス大ホール（最大2,000名収容）・小ホール（最大500
名収容）・会議室等を有し、文化交流や福祉活動の拠点とな
る施設です。

50ｍ屋内温水プール、トレーニングルーム、クアハウス（浴
室・サウナ）等がある健康増進施設です。市民の健康と生き
がいづくりを促進する各種講座も開催しています。

アスレチックジムや談話ホール等を有し、市民の健
康増進や交流の場となる施設です。ヨガやエアロビ
など、各種定期講座やレッスンの他、介護予防のため
の事業も行っています。

体育施設予約受付業務、福井市体育館及びちもり体育
館管理業務等を行っています。体育施設のご利用に関
して、お気軽にお問合せください。 防火・防災に関する展示や映像、体験設備があります。入館者

へ各種プログラムによる座学での学習や体験学習も行ってい
ます。

田原事務所［福井市社協事務局］（福井市田原1丁目13-6 フェニックス・プラザ1階）

（福井市田原1丁目13-6）

日之出事務所（福井市日之出4丁目3-12）

（福井市足羽2丁目12-31）

（福井市和田東2丁目2207）

（福井市松本4丁目10-1）

（福井市寮町50-5）

火曜日・年末年始
（12月29日～1月5日）

休 館 日

※保守点検等で臨時的に休館と
する場合があります。

※統合後の新たな取組等に関しては、次号で紹介予定です。

 　旧福井市ふれあい公社との統合により、福井市社協が管理・運営する施設等が増えます。 主に地域福祉活動を支援する機能については、従来どおりフェニックス・プラザ内の「田原事務所」に、
各種相談支援や介護サービス事業等については「日之出事務所」に集約することで、市民の 皆様に施設毎の機能をわかりやすくした形で運営してまいります。
　また、旧公社が管理・運営していた各施設についても引き継いで管理・運営していきますが、 今後新たに施設を活かした各種福祉事業なども充実を図ってまいります。これからも、誰一人取り
残さない「地域共生社会」の実現を目指してまいります。
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